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既にご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、今年の９月２６日以降、新型コロナウイルス
感染症に罹患した場合医療保険の取扱いが変更となっております。
９月２５日までに感染された場合は自宅療養や宿泊型療養施設での療養も入院給付金の支払い
対象となっておりましたが、９月２６日以降の感染の場合、以下の条件が追加されました。
　　① 感染日の時点で満６５歳以上の方
　　② 入院を要する方
　　③ 重症化リスクが高く、治療薬の投与または酸素吸入が必要な方
　　④ 妊婦の方
お支払いの対象かどうかについて不安なお客様は、当社までお問い合わせください。



受　付　時　間
10 : 00 ～ 18 : 00
定休日 : 火曜・祝日

受　付　時　間
10 : 00 ～ 17 : 00
定休日 : 土・日・祝※時間外はご予約下さい


